
東我孫子中学校の身なりのきまり一覧 

男子・女子 

共通項目 

標準となるもの 

上 衣 別紙参考資料のとおり 

・ブレザーの下にはニットシャツを着用 

ズボン 

スカート 

別紙参考資料のとおり 

くつ下 ・白一色 

・くるぶしが充分隠れること 

冬 ・上衣の下は、学校指定のベスト・セーターのみ可 

・手袋、ネックウォーマーは登下校のみ可 

・学校指定の防寒着あり 

ベルト ・茶、黒、紺色 

・ズボンを利用する場合は、ベルトは必ず着用 

その他 ・制服の下には肌着(白)を着用する 

・ネックウォーマーの色は黒、紺、白、灰で無地の 

ものが可(※詳しくは教室掲示参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男子 標準となるもの 違反となるもの 

頭髪 ・短髪 

短髪の基準 

・目にかからない 

・耳にかぶさらないこと 

・特殊な髪形、長すぎる髪、極端な段カット 

・加工一切 

 (そりこみ、パーマ、染色、脱色、整髪料の使用、 

ドライヤーによる変形) 

・襟足は襟にかからない 

 

女子 標準となるもの 違反となるもの 

頭髪 ・前髪は目にかからない 

・肩にかからない 

 (えりの付根のラインに 

かからない程度) 

・長いときはそろえて１つか２つにくくる 

 (黒、紺、茶色のゴムでくくる) 

・前髪をのばす場合、横にかためること 

 (左右１本ずつヘアピンを使用してよい、 

詳しくは教室掲示参照) 

・特殊な髪形 

・加工一切 

・パーマ、染色、脱色 

・かざり、リボン等 

・整髪料の使用 

 

 

 

 

 

 

 

男子・女子 

共通項目 

違反となるもの 

上 衣 ・変形加工一切 

・ニットシャツのすそをズボン、スカートの上に出す 

ズボン 

スカート 

・変形加工一切 

・ズボンをずらして着用する 

・極端に長い、あるいは極端に短いスカート 

くつ下 ・色もの 

・スニーカーソックス、アンクレットソックス、 

 ロークルー、ハイソックス 

・派手な模様入り、ライン入り、ワンポイント入り 

 ガラもの、変わり織り、ルーズソックス 

・色ものストッキング(肌色は可) 

冬 ・手袋、ネックウォーマーの校内着用 

・オーバー、コート、ジャンパー、カーディガン、 

マフラーの着用 

ベルト ・幅の広すぎるもの、細すぎるもの 

・穴あきの模様、派手なもの 

その他 ・まゆそり     ・つめ磨き 

・ピアス      ・マニキュア 

・制汗剤      ・香水の使用 

・口紅の使用    ・かきまゆ 

・カラーコンタクト  

・色、においつきリップクリーム 

・その他化粧 

・白一色のひもつき運動靴 

・名前を書く 

～禁止するもの～ 

 色もの、色ライン入り ハイカットシューズ、高価なもの 

 かかとのふみつけ、ヒモなし、革靴 

・学校指定品を使用(校名入り)   

ボストンバック形式 

・名前を書く 

～禁止すること～ 

 らくがき、シールはり、マスコットぶら下げ、キーホルダー 

制
か
ば
ん 

く
つ 

補
助
か
ば
ん 

・学校指定品を使用(校名入り) 


